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令和８年度 大空町一般廃棄物処理実施計画 

 本計画は、大空町一般廃棄物処理基本計画に基づき、本町の地域内で発生する一般廃棄物

の適正処理を確保し、合わせて同基本計画の推進及び実施のために必要な単年度ごとの実施

計画を定めるものです。 

Ⅰ 一般廃棄物処理の基本的事項 

 １ 処理区域  大空町全体 

 ２ 計画期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 ３ 処理対象  ごみ（資源物を含む。）、し尿、浄化槽汚泥 

 ４ 処理計画量（発生量及び処理量） 

（１） ごみ 

収集対象人口 可燃ごみ 不燃ごみ 生ごみ 粗大ごみ 資源物 合計 

6,253 人 543ｔ 583ｔ 260ｔ 17ｔ 489ｔ 1,892ｔ 

R7 比△155 人 〃 △14ｔ 〃 △50ｔ 〃 △7ｔ 〃 0ｔ 〃 △22ｔ 〃 △93ｔ 

※収集対象人口：令和８年２月末人口 

（２） し尿・浄化槽汚泥 

区    分 収 集 量 R7 比 

し尿収集計画量 425ｋL △29ｋL 

浄化槽汚泥処理計画量 1,427ｋL △98ｋL 

 

Ⅱ 一般廃棄物の処理 

 １ 分類 

   一般廃棄物は、大きく次のように分類されます。 

① 燃やすごみ 

② 燃やせないごみ 

③ 生ごみ 

④ 資源物（小型家電、有害資源物（乾電池、蛍光管等）を含む。） 

⑤ 粗大ごみ 

⑥ し尿・浄化槽汚泥 

   ごみの分別収集は、一般家庭から排出されるごみについて行いますが、事業所から排

出される燃やすごみ、燃やせないごみ、生ごみについては、事業系ごみ処理券の貼付に

より、同様に収集を行います。 

収集方式は、可燃ごみ、不燃ごみ、生ごみ、資源ごみについては、週に 1回を基本と

した「ごみ集積所（ステーション）方式」であり、女満別地区の市街地区では一部、高

齢者などの排出負担の軽減が期待できる「戸別収集方式」により収集します。 

また、燃やすごみについては焼却処理施設、燃やせないごみ・粗大ごみについては最

終処分場、資源物はリサイクルセンターで直接搬入を受け入れます。 

直接搬入の際は、町民であるかといった本人確認（免許証や保険証など）を実施しま

す。 
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２ 収集運搬・処理 

  （１）次の分別区分に応じた収集を行います。ごみ処理のフロー図のとおり処理を行いま 

す。 

大空町におけるごみ・資源物の収集など分別区分 

分別区分 ごみの種類 排出形態 収集方式 収集回数 

燃やすごみ 
紙くず、木箱、布類、皮類、タバコの吸

殻、資源物以外のプラスチック類 など 

指定ごみ袋 

ステーション 

及び 

戸別収集 

週 1 回 

燃やせないごみ 
セトモノ、金属類、ガラス、陶磁器類、貝

殻 など 

生ごみ 
調理くず、食事の食べ残し、お茶がら、

ペットフード など 

週 2 回 

一部 1 回 

資 
 
 

源 
 
 

物 

空き缶 飲料缶、缶詰缶、のり・菓子缶 など 異物を取り除

き水洗いする。

ペットボトル

のキャップと

ラベルはその

他プラスチッ

クへ。 

透明・半透明の

袋に入れる。 

ステーション 週 1 回 

空きびん 飲料びん、調味料のびん など 

ペットボトル 飲料用、調味料などのペットボトル 

発砲スチロール トレイ類、カップ麺の容器類、魚箱 など 

その他ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

パック類、トレイ類（発砲スチロール製

以外、カップ・キャップ類、緩衝材、容器

包装 など 

古着類 
衣類・布類 など（スキーウエアは燃える

ごみ） 

段ボール 家電製品の箱、野菜・果物箱 など 

紙類は紐で縛

る。 

新聞類 新聞、チラシ、針止め雑誌 など 

雑誌類 のり止め雑誌、本 など 

紙パック 牛乳パック、ジュース類の紙パック など 

廃油 使用済み食用油 
ふた付き容器

に入れる。 

小型家電 

（使用済家庭用

電子機器） 

使用済となった家電製品 

（品目例） 

電子レンジ、電子炊飯器、掃除機、パソ

コン（別になっているディスプレイは対

象外）ワープロ、携帯電話、カメラ、デジ

タルカメラ、ビデオデッキ、電子辞書、

電卓、デジタル体重計、電子血圧計 など  

詳細は住民課・

住民福祉課へ

お問い合わせ

ください。 

・役場庁舎 

・総合支所 
開庁時間内 

・一般廃棄物最終処

分場 

・一般廃棄物焼却処

理施設 

・リサイクルセンタ

ーストックヤード 

開場時間内 

ﾘﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｻｲｸﾙ(株)の宅配便回収

への申込  

※町の収集が必要な場合は、燃やせ

ないごみ袋か、粗大ごみとする。 

有害資源物 蛍光管、電球、乾電池、水銀体温計 
箱か袋に入れ

る。 

ステーション 

または 

直接搬入 

週 1 回 

粗大ごみ 
家具・寝具、家電製品、ストーブ、自転車

など、指定ごみ袋に入らないもの 

役場及び総合

支所でごみ処

理券を購入す

る。 

ステーション 

または 

直接搬入 

週 2 回 
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【大空町 ごみ処理のフロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 間 処 理 排出区分 資源化・最終処分 

燃やすごみ 

燃やせないごみ 

粗大ごみ 

焼却処理 

破砕処理 

焼却残渣 

埋立処分 

回収業者 

選別・圧縮梱包 

  

  

  

  

  

  

  

資源化 

再利用 

指定法人 

回収業者 
資源物 

有害ごみ 専門業者 

回収業者 回収ボックスの設置 

・町役場、総合支所、焼却施

設、最終処分場、リサイクル

センター 

小型家電 

利 用 生ごみ 堆肥化 住民還元 

紙くず、木箱、布類、皮類、タ

バコの吸殻、資源物以外のプラ

スチック類 など 

セトモノ、金属類、ガラス、陶

磁器類、貝殻 など 

家具類、布団類、自転車など指

定袋に入らない物 

空き缶、空きびん、ペットボトル、

発泡スチロール、その他プラスチッ

ク、段ボール、新聞類、雑誌類 

廃油（使用済み食用油）、古着類

（衣類・布類など） 

乾電池類 

使用済となった家電製品（ゲーム

機、電卓、デジカメ、電話機、ＣＤ

プレーヤー等） 

調理くず、食事の食べ残し、お

茶がら、ペットフードなど 

 

残
渣
可
燃
物 

焼却施設(東藻琴) 

破砕処理施設（女満別) 

リサイクルセンター（女満別） 

津別町堆肥製造施設 

破
砕
不
燃
物 

回収鉄類 

最終処分場（女満別) 

資源物 

有害ごみ 

堆肥 

公益財団法人 

日本容器包装リ

サイクル協会 
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（２）処理施設の概要 

施設名称 一般廃棄物焼却処理施設（大空町東藻琴 780 番地の 2） 

敷地面積 6,191 ㎡ 

建設年月 昭和 59 年 8 月、改造整備；平成 15 年 3 月 

処理能力 6ｔ／18ｈ 

燃焼方式 バッチ炉逆燃焼式 

主な設備・仕様 
排ガス冷却設備；水噴射式ガス冷却方式、排ガス処理設備；バグ

フィルタ、飛灰処理設備；薬剤処理 

 

施設名称 一般廃棄物最終処分場（大空町女満別住吉 680 番地の１） 

敷地面積 23,500 ㎡ 

総工事費 1,006,320 千円 

埋立処分地 

埋立面積 ： 7,100 ㎡       埋立容量 ；34,900 ㎥ 

埋立方式 ：準好気性埋立（セル式） 

埋立対象物：焼却残渣、破砕不燃物 

遮水方式 ：二重シート構造 

埋立期間 ：平成 16 年 4 月～令和 17 年 3 月まで（30 年間） 

※当初予定は、平成 31 年 3 月まで（15 年間） 

浸出水処理施設 

処理能力 ：20 ㎥/日 

処理方式 ：生物学的脱窒処理（接触ばっ気）＋凝集沈殿 

      ＋砂ろ過＋活性炭吸着＋滅菌 

構造面積 ：鉄骨造 348 ㎡ 

トラックスケール：25ｔ 

破砕機棟 
処理能力 ：4.2ｔ/5ｈ 

構造面積 ：鉄骨造 98 ㎡ 

竣工 平成 16 年（2004 年）3 月 9 日 

 

施設名称 リサイクルセンター（大空町女満別中央 254 番地の１） 

敷地面積 7,206 ㎡ 

建設年月 平成 11 年（1999 年）3 月 

処理能力 1.8ｔ／５ｈ 

処理対象物 ビン類・カン類・ペットボトル・プラスチック類・紙類など 

処理方式 

・カン類；自動選別方式  ・ビン類、紙類その他；手選別 

・圧縮成型方式（ビン類を除く） 

・発泡スチロール；溶融減容処理 
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施設名称 津別町堆肥製造施設（網走郡津別町字共和 550 番地） 

設置主体 津別町 

敷地面積 30,729 ㎡ 

処理能力 
堆肥生産能力：20,000ｔ/年 

＊生ごみ、家畜排泄物、下水道汚泥はそれぞれ別々に堆肥化 

処理方式 

高速堆肥化方式（一次発酵・二次発酵：堆積式） 

破砕・混合→菌床へ混合→切返し・攪拌→ふるい※ 

バーク：水分調整、菌床の棲み処、空気供給役目に投入 

稼働年月 平成 14 年度(2002 年度) 

処理対象物 家畜(牛)排泄物、下水道汚泥、生ごみ 

 

（３）廃棄物処理手数料 

  ①家庭系一般廃棄物（燃やすごみ、燃やせないごみ、生ごみ）の収集には、指定ごみ袋を

使用します。 

区   分 容量 １枚あたりの金額 

燃やすごみ指定ごみ袋 

５Ｌ ２０円 

１０Ｌ ４０円 

１５Ｌ ６０円 

３０Ｌ １２０円 

４５Ｌ １８０円 

燃やせないごみ指定ごみ袋 

５Ｌ ２０円 

１０Ｌ ４０円 

１５Ｌ ６０円 

３０Ｌ １２０円 

４５Ｌ １８０円 

生ごみ指定ごみ袋 

３Ｌ １２円 

５Ｌ ２０円 

１０Ｌ ４０円 

１５Ｌ ６０円 

３０Ｌ １２０円 

  ②事業系一般廃棄物（燃やすごみ、燃やせないごみ、生ごみ）の収集には、家庭系一般廃

棄物の指定ごみ袋を使用し、さらに事業系ごみ処理券を一袋につき１枚貼付ます。 

   事業系ごみ処理券は、大空町役場または東藻琴総合支所で購入します。（１枚あたり１

００円） 

  ③粗大ごみの収集には、事前に町に申し込みをし、粗大ごみ処理券を購入し、貼り付けま

す。粗大ごみ処理券は、大空町役場または東藻琴総合支所で購入します。（１枚あたり

３００円） 



6 

  

 ④一般廃棄物最終処分場、一般廃棄物焼却処理施設へ受入可能廃棄物を直接搬入する場合

は、１０ｋｇあたり９０円を徴収します。 

  ⑤し尿の汲み取りは、町が受け付け、受託事業者が実施します。処理手数料は、汲み取り

量３００Ｌまで３，０００円、以降１Ｌにつき１０円。仮設トイレの場合は、汲み取り

量１００Ｌまで３，０００円、以降１Ｌにつき３０円を徴収します。 

⑥浄化槽汚泥の汲み取り（清掃）は、利用者から町の許可業者に依頼します。 

 

（４）町による収集、並びに処理・処分ができないごみ 

 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）指定 5品目（テレビ、エアコン、冷

蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）、薬品、農薬、廃タイヤ、バッテリー、ガスボン

ベ、オートバイ、ピアノ、消火器などは、町が収集できないごみとして各種取り扱い方

法に準じた処理を各自で実施して頂くよう、周知します。 

 また、産業廃棄物についても、町による収集、並びに処理・処分ができないものに該

当します。 

※特別管理一般廃棄物の外、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被

害を生じさせるおそれのあるものや、極端に重量・嵩の大きいもの 

 

 ３ し尿・浄化槽汚泥の処理 

   本町のし尿処理の収集・運搬は委託業者、浄化槽汚泥の収集運搬は許可業者により行

っています。収集された浄化槽汚泥及びし尿は、網走市二見ケ岡クリーンセンターに搬

入し、砂・し渣等を除去した後、約１０倍に希釈され、網走浄化センターに圧送されま

す。網走浄化センターで安全できれいな水に処理され、オホーツク海に放流されます。 

 

 ４ 一般廃棄物減量化・資源化に向けた取り組み 

（１）ごみの減量化・資源化の普及・啓発活動の実施 

 町のホームページや広報誌、ごみ収集カレンダー（生活カレンダー）、ごみ・資源物

の分類表などの手引きなどを住民に配布し、ごみの減量化・資源化、そして分別収集の

周知など、普及・啓発活動を実施しています。 

 

（２）民間事業者の活用 

①リネットジャパンリサイクル株式会社・ＳＧホールディングスグループの連携 

町民から直接、使用済み小型家電や廃パソコン、家電リサイクル法対象の廃家電

製品の宅配便回収を依頼することが出来ます。 

  ②株式会社ジモティーとの連携 

株式会社ジモティーのサービスを活用して、まだ使用出来る粗大ごみ等を当サイ

ト内に掲載し、３Ｒを推進します。 

 


